
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年４月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第２２５号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２４年１１月１０日（土） １０時５５分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市広島西岸 

 丸亀市所在の青木港８号防波堤北灯台から真方位０１４°１,４８

０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２２.８′ 東経１３３°４１.４′） 

事故等調査の経過  平成２４年１２月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 浅
あさ

福
ふく

丸、３.３トン 

 ２７１－２４８７１香川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長１人が乗り組み、同乗者２人を乗せ、船首約０.５

ｍ、船尾約１.０ｍの喫水により、釣り場を移動しようとして機関を

前進にかけたところ、波に圧流され、平成２４年１１月１０日１０時

５５分ごろ広島西岸の干出岩に乗り揚げた。 

 船長は、陸岸付近では押し寄せた波が陸岸で反射して戻ってくるこ

とを知っていたが、波高が数十㎝だったので、本船が反射した波によ

り流されることはないものと思っていた。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 数十㎝、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約１.８ｍ 

その他の事項 

 

本事故発生場所付近は干出岩が拡延していたが、海図に詳細な水深

が記載されていなかった。 

船長は、本事故発生場所付近に干出岩が存在することを知ってい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、広島西岸において釣り場を移動しようとして機関を前進に

かける際、船長が、陸岸付近では押し寄せた波が陸岸で反射して戻っ

てくることを知っていたものの、波高が数十㎝だったので、本船が反

射した波に流されることはないものと思い、波の影響を考慮した操船



 

を行っていなかったことから、波に圧流され、広島西岸の干出岩に乗

り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、広島西岸において釣り場を移動しようとして機

関を前進にかける際、船長が波の影響を考慮した操船を行っていなか

ったため、波に圧流され、広島西岸の干出岩に乗り揚げたことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・陸岸からの反射波の影響も考慮し、干出岩に接近しないように注

意すること。 

 




